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定款一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、平成 26 年２月６日開催の取締役会において、平成 26 年３月 14 日に開催予定の第 29 回定時株

主総会に付議いたします「定款一部変更の件」につきまして、下記のとおり決議いたしましたのでお知ら

せいたします。 

 

記 

 

１．定款変更の目的 

 議決権を有しない単元未満株主の権利を定めるため、定款第８条（単元未満株式についての権利）

を新設し、条数の繰り下げを行うものであります。 

 また、当社の取締役の役付けは、定款に定める役付取締役と、執行役員規程に定める執行役員の役

位の双方により行っておりましたが、今後は執行役員規程に定める役位にて役付けを行うことで整

理・一元化を図り、取締役の役割と責任を明確化し、より一層のコーポレートガバナンスの強化を図

ってまいります。 

 これに伴い、現行定款第 14 条（招集権者および議長）、第 22 条（代表取締役および役付取締役の選

定）及び第 23 条（取締役会の招集権者および議長）に所要の変更を行うものであります。 

あわせて、現行定款第 26 条（役付取締役の分掌）を削除し、条数の繰り上げを行うものであります。 

 

２．定款変更の内容 

（下線部分は変更箇所） 

現 行 定 款 変 更 案 

第１条～第７条    （記 載 省 略） 

（新 設） 
 
 
 
 

第１条～第７条    （現行どおり） 

（単元未満株式についての権利） 
第８条  当会社の株主は、その有する単元未満株式につ

いて、次に掲げる権利以外の権利を行使するこ
とができない。 

    (1)会社法第189条第２項各号に掲げる権利 
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現 行 定 款 変 更 案 

 
 
 
 
 
 
第８条～第13条     （記 載 省 略） 

（招集権者および議長） 
第14条 株主総会は、取締役社長が招集し、議長となる。 
 
 
 ２     取締役社長に事故があるときは、取締役会にお

いてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役
が株主総会を招集し、議長となる。 

第15条～第21条     （記載省略） 

（代表取締役および役付取締役の選定） 
第22条   代表取締役は、取締役会の決議をもって選定す

る。 
 ２  取締役会は、その決議によって、取締役社長１

名を選定し、取締役会長、取締役副会長各１名
のほか、取締役副社長、専務取締役および常務
取締役等の名称の役付取締役各若干名を定め
ることができる。 

（取締役会の招集権者および議長） 
第23条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除

き、取締役社長がこれを招集し、議長となる。 
 

 ２  取締役社長に欠員または事故があるときは、取
締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、
他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。 

第24条～第25条     （記載省略） 

（役付取締役の分掌） 
第26条 取締役社長は､取締役会を主宰するとともに取

締役会の決議を執行し､会社業務を統括する。 
 ２  役付取締役は、取締役社長を補佐して会社の日

常業務を処理し、取締役社長に事故があるとき
は、取締役会の決議によりあらかじめ定めた順
位により他の取締役がこれに代わる。 

第27条～第44条     （記載省略） 
   

        (2)会社法第166条第１項の規定による請求をす
る権利 

(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割
当ておよび募集新株予約権の割当てを受け
る権利 

第９条～第14条    （現行どおり） 

（招集権者および議長） 
第15条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除

き、取締役会においてあらかじめ選定した取締
役がこれを招集し、議長となる。 

 ２  前項の取締役に事故があるときは、取締役会に
おいてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締
役が株主総会を招集し、議長となる。 

第16条～第22条    （現行どおり） 

（代表取締役の選定） 
第23条 代表取締役は、取締役会の決議をもって選定す

る。 
（削 除） 

 
 
 
 

（取締役会の招集権者および議長） 
第24条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除

き、取締役会においてあらかじめ選定した取締
役がこれを招集し、議長となる。 

 ２  前項の取締役に事故があるときは、取締役会に
おいてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締
役が取締役会を招集し、議長となる。 

第25条～第26条    （現行どおり） 

（削 除） 
 
 
 
 
 
 

第27条～第44条    （現行どおり） 
 

 

３．日程 

定款変更のための株主総会開催日   平成26年３月14日（金曜日） 

   定款変更の効力発生日        平成26年３月14日（金曜日） 

以上 


